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旭川市水道局建設工事等低入札価格調査要領の改正について 

 

 旭川市水道局建設工事等低入札価格調査要領の調査基準価格の設定及び失格の基準につい

て改正し，建設工事の請負契約の設定基準を次のとおりとし，令和４年１月１日以後に公告

する入札から適用しますのでお知らせします。 

 

１ 改正の内容 

  ① 建設工事のうち土木系工種の調査基準価格を引上げます。 

   現行の算定式              改正後の算定式 

直接工事費 × １０分の９．７ 

共通仮設費 × １０分の９．０ 

現場管理費 × １０分の９．０ 

一般管理費等× １０分の６．５ 

調査基準価格 上記の合計 

 直接工事費 × １０分の９．７ 

共通仮設費 × １０分の９．０ 

現場管理費 × １０分の９．０ 

一般管理費等× １０分の８．０ 

調査基準価格 上記の合計 

  ※土木系工種以外に変更はありません。 

 

② 建設工事の調査基準価格及び失格の基準に上限を設定します。 

   現行                  改正後 

予定価格（税抜）の 

１０分の７．５以上 

 予定価格（税抜）の 

１０分の７．５から 

１０分の９．２までの間 

  ※建設工事の全ての工種が対象になります。 

 


